
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年の申告事案処理状況について 
受理件数は、対前年比１４件の増加で過去１５年間で２番目に多い件数 

 

 

  静岡労働局（局長 麻田 千穗子）は、平成２３年に管下７労働基準監督署で受理し

た申告事案の概要を以下のとおり取りまとめました。 

   

  ※申告とは、労働者から労働基準監督署に対して、労働基準関係法令に係る違反が行われてい

る事実を通告して労働基準監督機関の行政上の権限の発動を促すことをいいます。 

 

１ ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申告事案の受理件数の推移（別添資料図１参照） 

  ・ 平成２３年の申告受理件数は１，０２７件となり、前年と比べて１４件（対前年

比１．４％）の増加となりました。これは過去１５年間で最高の件数でありました

平成２1年の１，１６８件に次いで２番目に多くなりました。 

・ 申告事案は昨今の厳しい経済情勢を反映して、平成２１年には過去１５年間で最

も多い受理件数となって以降、毎年１，０００件を超える申告受理件数となってお

り、高止まりの状況になっています。 

  ・ 申告事案の内容別では、賃金不払が８４３件（対前年比１．４％減）、解雇が１７

９件（対前年比７．３％減）となりましたが、その他が１８０件（対前年比５１．

３％増）となりました。その他の内容は、割増賃金、年次有給休暇、休業手当、労

働条件通知書の交付等所定賃金以外の労働条件に関するものとなっています。 

    ※内容別の件数については、１つの申告が複数の内容に及ぶものがあることから、 

     その合計は受理件数と一致しません。 
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申告受理件数：１，０２７件（対前年比１４件、１．４％の増加） 

 事項別内訳 

   賃金不払：８４３件（対前年比１２件、 １．４％の減少） 

   解  雇：１７９件（対前年比１４件、 ７．３％の減少） 

   そ の 他：１８０件（対前年比６１件、５１．３％の増加） 

 

 主な業種別内訳 

  接客娯楽業：１７２件（１６．８％） 商 業：１５４件（１５．０％） 

  建 設 業：１４６件（１４．２％） 製造業：１４２件（１３．８％） 



 

 

３ 主な業種別受理状況（別添資料図２参照） 

  ・ 主な業種別では、多い順に 

①接客娯楽業（飲食店、旅館、ゴルフ場等） ：１７２件（対前年比１６．５％減） 

②商 業             ：１５４件（対前年比 ３．１％減） 

③建設業             ：１４６件（対前年比 ９．３％減） 

④製造業             ：１４２件（対前年比１６．４％増） 

⑤派遣業             ：１１３件（対前年比６８．７％増） 

となり、第３次産業で多くなっています（７２５件で全産業の７０．６％を占め

ます。）。 

 

４ 申告処理の状況 

・ 平成２３年には、申告監督を全産業で９３９事業場に対し行い、そのうち違反が

認められたのは６５８事業場（違反率７０．１％）となりました。 

・ 申告処理は、労働基準監督署で通告された内容の事実の有無を事業主に確認し（申

告監督）、違反が認められた場合には事業主に是正のための勧告指導を行います。勧

告指導時の是正期日までに是正が確認されますと、申告処理が終了となります。 

 

５ 当局の対応 

・ 労働基準監督機関としては、これらの状況を踏まえ、労働者が置かれた状況に十

分配慮し、迅速かつ的確な申告事案の処理を行うとともに、重大な違反や是正勧告

を行っても是正をしない悪質な事業主に対しては、司法処分も含め厳正に対処する

こととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成２３年申告の事例 

 

 

 

１ 賃金未払 

○ 労働者から２２年中の４か月分賃金の一部不払い（合計約１７万円）がある旨の

申告があり、労働基準監督署が、申告監督を実施した結果、経営状態が悪いため、

申告のとおり賃金未払いの違反が確認できたので、賃金支払いの勧告指導を行いま

した。その結果、事業主は、不払いであった賃金を３回の分割で全額支払いました。 

 

２ 解雇 

○ 労働者から即日解雇されたが、解雇予告手当（平均賃金 30 日分以上の金額）が支

払われていない旨の申告があり、労働基準監督署が、申告監督を実施した結果、事

業場では試用期間終了時の解雇は解雇予告の必要がないと思っていたことから、解

雇予告を行っていないことが判明しましたので、勧告指導を行って、解雇予告手当

の支払いを指導しました。その結果、事業主は、解雇予告手当（約 10万円）を支払

いました。 

※ 14日を超える試用期間中の労働者を解雇するときには、解雇予告が必要です。 

 

３ その他 

○ 労働者から時間外労働、深夜業の割増賃金が支払われていない旨の申告があり、

労働基準監督署が、申告監督を実施した結果、事業主は当該労働者が新規採用の試

用期間中においては割増賃金を支払わなくてもよいと思っていたことから、支払っ

ていないことが判明したので是正勧告を行って、その支払いを指導した。その結果、

事業主は、割増賃金約３７万円を支払いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

図１ 

 
 

 

図２ 
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